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総務委員会会議記録 

 

 

                           総務委員長 五日市  王 

 

１ 日時 

  平成25年９月３日（火曜日） 

  午前10時１分開会、午後０時２分散会 

２ 場所 

  第１委員会室及び県警察音楽隊訓練場 

３ 出席委員 

  五日市王委員長、城内愛彦副委員長、髙橋元委員、佐々木大和委員、工藤勝子委員、

及川あつし委員、久保孝喜委員、佐々木努委員 

４ 欠席委員 

  伊藤勢至委員 

５ 事務局職員 

  藤澤担当書記、菊地担当書記、石田併任書記、坂本併任書記 

６ 説明のために出席した者 

  総務部 

  小田島総務部長、佐藤総合防災室長、會川防災危機管理監、 

小畑総合防災室防災消防課長 

７ 一般傍聴者 

  なし 

８ 会議に付した事件 

 (1) 継続調査 

   「県警察の広報と音楽隊の活動等について」 

 (2) その他 

   委員会調査について 

９ 議事の内容 

○五日市王委員長 おはようございます。ただいまから、総務委員会を開会いたします。 

 伊藤勢至委員は、所用のため欠席とのことでありますので、御了承願います。 

及川併任書記は、商工文教委員会出席のため欠席となりますので、御了承願います。 

 この際、先般の人事異動により、新たに就任された方を御紹介いたします。 

 新任の田中俊恵警察本部長を御紹介いたします。 

○田中警察本部長 おはようございます。８月 20 日付で警察本部長を命ぜられました田

中でございます。岩手県の良好な治安の確保、そして向上のために全力を尽くしてまいり



 2 

たいと思っておりますので、どうぞよろしく御指導、御鞭撻をお願いします。（拍手） 

○五日市王委員長 以上で人事紹介を終わります。 

 この際、総務部から平成 25年７月 26日から 28日及び８月９日の大雨、洪水による被害

状況について発言を求められております。 

本日は、閉会中の委員会であり、さきの６月定例会において、閉会中の継続調査事件と

して議決されているものに当該案件がないため、総務部関係職員に対する委員会への出席

要求は行っておりませんが、ただ今から、総務部職員を入室させ、発言を許したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○五日市王委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

なお、明日開催される県政調査会では、お手元に配付している資料に加え、各部局の個

別資料も配付の上、それぞれ説明が行われることとされていることから、本日は当委員会

に係る総括的な説明となりますので、あらかじめ御了承願います。 

また、保健福祉部の所管に関する事項になりますが、正誤表が配付されておりますので、

併せて御了承願います。 

○小田島総務部長 総務部でございますが、本日の総務委員会調査の貴重な時間をお借り

いたしまして、本年７月 26日から 28日及び８月９日の大雨、洪水による被害の概要につ

いて御説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。内容につ

いては、佐藤総合防災室長から御説明申し上げます。 

○佐藤総合防災室長 それでは１ページでございます。７月 26日から 28日の大雨、洪水

に係る被害状況等について、総務部として取りまとめた状況を御説明いたします。この件

につきましては、さきの閉会中の常任委員会でも、８月５日時点での状況を御報告させて

いただきましたが、８月 30日現在の状況を本日御説明させていただきます。 

１の気象概況でございますが、表にありますとおり、住田、陸前高田、一関など県南部、

沿岸部を中心に多くの降水量が記録されたところであります。 

２の災害対策本部等設置状況でございますが、県では７月 26日 16時３分に大雨洪水警

報が発表されたと同時に、岩手県災害警戒本部を設置して対応してきたところでございま

す。市町村では 25市町村が災害警戒本部を設置したほか、一関市、住田町、岩泉町では、 

災害対策本部に切りかえて対応したところでございます。 

２ページにまいりまして、３の避難の状況でございますが、陸前高田市、住田町、岩泉

町で避難指示、一関市、陸前高田市で避難勧告を発表したほか、２市２町で自主避難者が

ございました。 

４の人的被害等の状況では、人的被害は一関市で重軽傷者２名、住家等被害は、本日正

誤表をお配りしましたが、11市町の合計で全壊２棟、半壊６棟、一部損壊２棟、床上浸水

97棟、床下浸水 287棟などとなっております。 

３ページにまいりまして、ライフライン関係の被害及び災害廃棄物の発生状況について
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は、表のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 

次に４ページ、５の被害総額でございますが、調査率は約 94％ですが、総額 66億 4,138

万円となっており、６の農林水産業関係の被害状況以降には、各区分別の状況を記載して

おりますが、農林水産業関係が 28億 7,367万円、次の５ページにまいりまして、土木施設

関係が 36億 1,138万円などとなっております。 

６ページの中段にある、13の関係部局におけるこれまでの対応状況でございますが、県

の各部では災害復旧に係る被災市町村への助言や指導、農業者への技術指導などのほか、

二次災害防止に向けた応急工事の対策に取り組んでいるところでございます。 

最後の 14の予備費の執行についてでございますが、８月９日の大雨、洪水による被災世

帯も含めまして、被災者生活再建支援金の支給のため、987 万５千円の執行を決定してい

るところでございます。 

続きまして、８月９日の大雨、洪水に係る被害状況について、次のページから御説明さ

せていただきます。 

１の気象概況でございますが、表に記載のとおり、８月９日における１時間の最大降水

量が、雫石、紫波、大迫で観測史上最大を記録したほか、１日の総降水量は雫石で 264ミ

リメートル、紫波で 211ミリメートルなど、平年の月平均降水量を上回る降水量を、１日

で記録したところでございます。 

２の災害対策本部等設置状況でございますが、県では８月９日に岩手県災害警戒本部を

設置いたしまして、13時５分には岩手県災害警戒本部から岩手県災害対策本部に切りかえ

て自衛隊に対する災害派遣要請など、災害応急対策の実施に当たったところでございます。

現在も、岩手県災害警戒本部として警戒体制を継続しております。 

市町村におきましては、22市町村で災害警戒本部を設置し、そのうち７市町村では災害

対策本部に切りかえて対応したところでありまして、現在も、盛岡市、雫石町、紫波町及

び矢巾町では継続中となっております。 

３の災害に関連する法令等の適用でございますが、災害救助法につきましては雫石町に

適用されました。激甚災害指定につきましては、農地等について、さきほどの７月 26日か

らの大雨、洪水に係る災害も含めまして指定をされております。 

２ページにまいりまして、地方交付税の前倒し配分について、総務省では雫石町に対し

て、８月 22日に普通交付税の前倒し配分の交付措置をしたところでございます。 

５の避難の状況でございますが、盛岡市、花巻市、矢巾町、紫波町で避難勧告が発表さ

れたほか、７市町村で自主避難者がございました。 

３ページの６の人的被害等の状況でございますが、人的被害は花巻市と西和賀町で死者

がございました。盛岡市、紫波町、滝沢村で重軽傷者が合計で 10名となっております。住

家等被害につきましては、全壊６棟、半壊 59棟、一部損壊 303棟、床上浸水 205棟、床下

浸水が正誤表によりますと 856棟などとなっております。ライフライン関係につきまして

は、水道、電力、通信の被害が記載のとおり数多く発生したところでございますが、現在、
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雫石町の一部のＮＴＴ回線を除きまして、復旧しております。 

４ページにまいりまして、（４）の災害廃棄物の発生状況でございますが、３つの市町で 

合計で約 1,147トンという状況となっております。 

５ページにまいりまして、７の被害総額でございますが、調査率は約 78％で、176億 968

万円となっておりまして、８の農林水産関係の被害状況以降に各区分別の状況を記載して

おりまして、農林水産業関係が 68億 660万円、６ページにまいりまして、土木施設関係が

95億 5,387万円、７ページにまいりまして、商工関係が８億 7,480万円などとなっており

ます。 

最後に、８ページにまいりまして、15の関係部局におけるこれまでの対応状況でござい

ますが、県の各部では７月 26日からの大雨、洪水による災害と同様に、災害時に係る被災

市町村への助言、指導や、農業者への技術指導、二次災害防止に向けた応急工事等の対策

に取り組んでいるところでございます。加えて義援金の募集、あるいは商工観光事業者へ

の相談対応にも取り組んでおります。 

資料の説明は以上でございますが、本日御説明した災害の被害状況につきまして、明日

の県政調査会におきましては、８月 30日現在の状況を、本日時点に更新して説明すること

としております。以上で説明を終わります。 

○五日市王委員長 以上をもって、総務部からの報告を終わります。総務部の皆様は、退

席されて結構です。 

これより本日の会議を開きます。本日は、お手元に配付いたしております日程のとおり、

県警察の広報と音楽隊の活動等について、現地に出向いて調査を行います。 

なお、本調査は現地調査でありますので、議事堂に戻った時点で散会とさせていただき

ますので、御了承願います。 

次に、委員会調査についてお諮りいたします。当委員会の９月の県内調査についてであ

りますが、お手元に配付しております、平成 25年度総務委員会調査計画（案）のとおり実

施することとし、調査の詳細については、当職に御一任願いたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○五日市王委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。おって通知いたしますの

で、御参加願います。 

それでは、バスで移動いたしますので、玄関まで御移動願います。 

   〔「県警察の広報と音楽隊の活動等について」現地調査を実施〕 


